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(57)【要約】
【課題】超音波プローブ等の劣化、異常、故障を従来に
比して安定してリモートメンテナンス可能な超音波診断
装置等を提供すること。
【解決手段】超音波プローブの複数の超音波振動子に、
駆動信号を供給する送信ユニットと、複数の超音波振動
子が発生したエコー信号に基づいて受信信号を発生する
受信ユニットと、受信信号に対して所定の信号処理を実
行する信号処理ユニットと、所定の信号処理が施された
受信信号に基づいて超音波画像を生成する画像生成ユニ
ットと、電源のＯＮ操作をトリガとして、所定条件に従
って超音波画像を取得し、取得された超音波画像に基づ
くメンテナンス情報を生成する制御ユニットと、を具備
する超音波診断装置である。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を送信し受信した超音波に基づいてエコー信号を発生する複数の超音波振動子を
有する超音波プローブと、
　前記超音波プローブの前記複数の超音波振動子に、駆動信号を供給する送信ユニットと
、
　前記複数の超音波振動子が発生した前記エコー信号に基づいて受信信号を発生する受信
ユニットと、
　前記受信信号に対して所定の信号処理を実行する信号処理ユニットと。
　前記所定の信号処理が施された受信信号に基づいて超音波画像を生成する画像生成ユニ
ットと、
　電源のＯＮ操作をトリガとして、所定条件に従って超音波画像を取得し、前記取得され
た超音波画像に基づくメンテナンス情報を生成する制御ユニットと、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記制御ユニットは、前記メンテナンス情報を、所定のタイミングでメンテナンス業者
用サーバに送信することを特徴とする請求項１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御ユニットは、前記所定条件に従う超音波画像の取得を、患者情報の登録前に実
行することを特徴とする請求項１又は２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記所定条件は、前記超音波プローブの超音波送受信面側に設けられた超音波診断装置
用ファントムを撮影するための条件であり、
　前記制御ユニットは、前記所定条件に従って、前記超音波診断装置用ファントムに関す
る超音波画像を取得すること、
　を特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記制御ユニットは、前記取得された超音波画像と、前記超音波プローブに関する情報
、前記超音波診断装置に関する情報、前記超音波画像の取得時間に関する情報、のうち少
なくともいずれかを、前記メンテナンス情報に含めて前記メンテナンス業者用サーバに送
信する送信することを特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装
置。
【請求項６】
　前記制御ユニットは、メンテナンスに用いられる参照画像を含む前記メンテナンス情報
を生成することを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記制御ユニットは、前記取得された超音波データの一フレームに関する合計値、平均
値、最大値、最小値のうちの少なくともいずれかを代表値として計算し、前記代表値を含
む前記メンテナンス情報を生成することを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか一項
記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記制御ユニットは、前記代表値に基づいてメンテナンスの要否を判定し、その結果を
含む前記メンテナンス情報を生成することを特徴とする請求項７記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記制御ユニットは、前記代表値に基づいてメンテナンスが必要と判定した場合には、
超音波送信条件、超音波受信条件、信号処理条件、画像生成条件の少なくともいずれかを
変更することを特徴とする請求項８記載の超音波診断装置。
【請求項１０】
　前記制御ユニットは、前記取得された超音波画像に対応する画像データ、ＲＡＷデータ
、ＩＱデータ、ＲＦデータのうちの少なくともいずれかを含む前記メンテナンス情報を生
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成することを特徴とする請求項１乃至９のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記制御ユニットは、当該超音波診断装置に複数の超音波プローブが接続されている場
合には、前記超音波プローブ毎に所定条件に従って超音波画像を取得し、前記取得された
各超音波画像に基づく前記超音波プローブ毎のメンテナンス情報を生成することを特徴と
する請求項１乃至１０のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記制御ユニットは、当該超音波診断装置に複数の超音波プローブが接続されている場
合には、前記複数の超音波プローブの中から所定の基準に従って少なくとも一つの超音波
プローブを選択し、前記選択された少なくとも一つの超音波プローブを用いて、所定条件
に従って超音波画像を取得し、前記取得された超音波画像に基づくメンテナンス情報を生
成することを特徴とする請求項１乃至１０のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　超音波プローブの複数の超音波振動子に駆動信号を供給する送信ユニットと、前記複数
の超音波振動子が発生した前記エコー信号に基づいて受信信号を発生する受信ユニットと
、前記受信信号に対して所定の信号処理を実行する信号処理ユニットと、前記所定の信号
処理が施された受信信号に基づいて超音波画像を生成する画像生成ユニットと、を具備す
る超音波診断装置に内蔵されたコンピュータに、
　電源のＯＮ操作をトリガとして、所定条件に従って超音波画像を取得させ、前記取得さ
れた超音波画像に基づくメンテナンス情報を生成する制御機能を実現させることを特徴と
する超音波診断装置制御プログラム。
【請求項１４】
　超音波が所定の速度によって伝播する媒体の中に当該媒体と音響インピーダンスか異な
る少なくとも一つのターゲットが埋め込まれたキャップ型の超音波診断装置用ファントム
であって、
　前記超音波プローブの超音波送受信面に接触する第１の接触部と、
　前記超音波プローブの筐体の少なくとも一部と接触又は勘合し、前記接触面が前記超音
波プローブの超音波送受信面と接した状態を維持させるための第２の接触部と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置用ファントム。
【請求項１５】
　超音波が所定の速度によって伝播する媒体の中に当該媒体と音響インピーダンスか異な
る少なくとも一つのターゲットが埋め込まれたホルダ型の超音波診断装置用ファントムで
あって、
　超音波プローブの超音波送受信面に接触する第１の接触部と、
　前記超音波プローブの筐体の少なくとも一部と接触又は勘合し、前記接触面が前記超音
波プローブの超音波送受信面と接した状態を維持させるための第２の接触部と、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置用ファントム
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施形態は、超音波診断装置、超音波診断装置制御プログラム、及び超音波診断装置
用ファントムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置は、超音波を用いて被検体内部を映像化するものであり、超音波プロー
ブに設けられた振動素子から発生する超音波パルスを被検体内に放射し、被検体組織の音
響インピーダンスの差異によって生ずる超音波反射波を前記振動素子により受信して生体
情報を収集するものである。超音波プローブを体表に接触させるだけの簡単な操作で、被
爆の心配もなく、動画像のリアルタイム表示が可能である。
【０００３】
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　超音波診断装置や超音波プローブが良好に使用可能である状態であるか否かを遠隔で監
視する機能として、遠隔保守・点検機能（リモートメンテナンス機能）がある。この機能
は、超音波診断装置の使用中において、予め設定された条件と一致する条件で超音波画像
が取得された場合には、当該超音波画像をメンテナンス用超音波画像として、予め設定さ
れたタイミング（例えば、記録、フリーズ、プリント等の所定の操作が指示されたタイミ
ング等）でネットワークを介してメンテナンス業者が所有するサーバ（メンテナンス業者
用サーバ）に自動転送するものである。メンテナンス業者のサービスマンは、ネットワー
クを介して遠隔地にある超音波診断装置からメンテナンス業者用サーバに送られてきた超
音波画像を用いて、当該遠隔地にある超音波診断装置或いは超音波プローブの劣化、異常
、故障を調査することができる。これにより、メンテナンス業者は、適切なタイミングで
迅速に超音波診断装置及び超音波プローブのメンテナンスを行うことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１８３４５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、超音波診断装置及び超音波プローブのリモートメンテナンス機能には、
例えば、次の点において改善の余地がある。
【０００６】
　従来のリモートメンテナンス機能では、遠隔地に設置された超音波診断装置において、
ユーザが予め設定された条件と一致する条件によって超音波送受信（超音波画像収集）が
実行され、且つ所定の転送トリガ操作が実行された場合でないと、メンテナンス用超音波
画像をメンテナンス業者用サーバに転送することができない。従って、メンテナンス用超
音波画像の取得タイミング及び取得枚数にバラつきが発生し、安定したメンテナンスサー
ビスを提供できない場合がある。
【０００７】
　その一方で、遠隔地に設置された超音波診断装置において、ユーザが予め設定された条
件と一致する条件によって超音波画像収集及び且つ所定の転送トリガ操作が頻繁に実行さ
れた場合には、その度にメンテナンス用超音波画像をメンテナンス業者用サーバに自動転
送することになる。その結果、超音波診断装置及びメンテナンス業者用サーバに、多大の
負荷がかかることになる。
【０００８】
　また、従来のリモートメンテナンス機能では、被検体を実際に撮影した生体画像として
の超音波画像を、メンテナンス用超音波画像として自動転送し、メンテナンスに利用する
。このため、メンテナンス用超音波画像の撮影者のスキル、撮影対象とした診断部位によ
っては、サービスマンが画像の劣化や装置異常を容易に判断することが困難になる場合が
ある。
【０００９】
　上記事情を鑑みてなされたもので、超音波画像診断装置や超音波プローブの劣化、異常
、故障を従来に比して安定してリモートメンテナンス可能な超音波診断装置、超音波診断
装置制御プログラム、及びリモートメンテナンスにおいて用いられる超音波診断装置用フ
ァントムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　一実施形態に係る超音波診断装置は、超音波を送信し受信した超音波に基づいてエコー
信号を発生する複数の超音波振動子を有する超音波プローブと、超音波プローブの複数の
超音波振動子に、駆動信号を供給する送信ユニットと、複数の超音波振動子が発生したエ
コー信号に基づいて受信信号を発生する受信ユニットと、受信信号に対して所定の信号処
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理を実行する信号処理ユニットと、所定の信号処理が施された受信信号に基づいて超音波
画像を生成する画像生成ユニットと、電源のＯＮ操作をトリガとして、所定条件に従って
超音波画像を取得し、取得された超音波画像に基づくメンテナンス情報を生成する制御ユ
ニットと、を具備することを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、超音波診断装置１ａ乃至１ｃとサーバ３がネットワーク２を介して接続
されることによって構成される超音波診断装置メンテナンスシステムを示した図である。
【図２】図２は、実施形態に係る超音波診断装置１のブロック構成図を示している。
【図３】図３は、記憶ユニット３２において記憶されるメンテナンス用画像取得設定テー
ブルの一例を示した図である。
【図４】図４は、リニアアレイプローブに用いられるキャップ型超音波診断装置用ファン
トム５０を例示した図である。
【図５】図５は、コンベックスアレイプローブに用いられるキャップ型超音波診断装置用
ファントム５４を例示した図である。
【図６】図６は、コンベックスアレイプローブに用いられるホルダ型超音波診断装置用フ
ァントム６０を例示した図である。
【図７】図７は、図６におけるＡ－Ａ断面図である。
【図８】図８は、本実施形態に係るリモートメンテナンス処理の流れを示したフローチャ
ートである。
【図９】図９は、変形例４に係るリモートメンテナンス処理の流れを示したフローチャー
トである。
【図１０】図１０は、変形例５に係るリモートメンテナンス処理の流れを示したフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら本実施形態に係る超音波診断装置、超音波診断装置用ファン
トムについて説明する。なお、以下の説明において、略同一の機能及び構成を有する構成
要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００１３】
　図１は、超音波診断装置１ａ乃至１ｃとメンテナンス業者用サーバ３がネットワーク２
を介して接続されることによって構成される超音波診断装置メンテナンスシステムを示し
た図である。
【００１４】
　超音波診断装置１ａ乃至１ｃは病院などの医療施設に設置され、操作者の指示に応じて
、被検体である生体に向けて超音波プローブから超音波ビームを放射し、生体組織の境界
で反射して生じる反射波を超音波プローブで受信して、生体内の状態を表す超音波画像を
生成する（超音波画像撮影）。撮影された超音波画像は患者の診断に用いられる。超音波
診断装置１ａ乃至１ｃは、同一の医療施設（病院や健康診断センター等）内に設置されて
いても良いし、それぞれが異なる施設内に設置されていてもよい。なお、当該超音波診断
装置１ａ乃至１ｃの構成については、後で詳しく説明する。
【００１５】
　ネットワーク２は、公衆回線網、ローカルエリアネットワーク、またはインターネット
などのネットワーク、デジタル衛星放送といった、有線または無線のいずれのものでもよ
い。
【００１６】
　サーバ３は、後述するリモートメンテナンス機能に従って超音波診断装置１ａ乃至１ｃ
の少なくともいずれかから送信されるメンテナンス情報を、ネットワーク２を介して受信
し、記憶する。このサーバ３は、超音波診断装置１ａ乃至１ｃを保守・点検するメンテナ
ンス業者によって管理されるものであり、多くの場合、超音波診断装置１ａ乃至１ｃが設
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けられる医療施設とは別の施設に設けられる。しかしながら、当該例に限定されず、サー
バ３は、超音波診断装置１ａ乃至１ｃが設けられる医療施設と同一の施設に配置してもよ
い。サーバ３に記憶されたメンテナンス情報は、超音波診断装置１ａ乃至１ｃ或いは各装
置に接続された超音波プローブに劣化、異常、故障が発生してしないかの判定、或いは劣
化等が発生したとの判定結果が生じた場合の修理において、利用される。
【００１７】
　なお、図１においては、１a乃至１ｃの三台の超音波診断装置と、各装置とネットワー
ク２を介して通信可能に接続された一台のサーバ３とによって構成された超音波診断装置
メンテナンスシステムを例示した。しかしながら、当該例に拘泥されず、超音波診断装置
メンテナンスシステムにおいて含まれる超音波診断装置の台数、サーバの台数は任意であ
ってよい。例えば、サービスマンが管轄する地域毎にサーバ３を設けるようにしたり、あ
るいは、所定の数（例えば、１０台）の超音波画像診断装置１につき１台のサーバ３を設
けたりするようにしてもよい。
【００１８】
　図２は、図１に示した超音波診断装置１ａ乃至１ｃのブロック構成図を示している。な
お、超音波診断装置１ａ乃至１ｃの間で構成上の差異はないため、以下の説明においては
、特に区別する必要がない限り超音波診断装置１ａ乃至１ｃを「超音波診断装置１」と総
称する。
【００１９】
　超音波診断装置１は、装置本体１１、当該装置本体１１に接続される超音波プローブ１
２、入力装置１３、モニター１４を具備している。また、装置本体１１には、超音波送信
ユニット２１、超音波受信ユニット２２、Ｂモード処理ユニット２３、血流検出ユニット
２４、ＲＡＷデータメモリ２５、ボリュームデータ生成ユニット２６、画像処理ユニット
２８、表示処理ユニット３０、制御プロセッサ（ＣＰＵ）３１、記憶ユニット３２、通信
インターフェース回路３３、入力インターフェース回路３４が内蔵される。
【００２０】
　超音波プローブ１２は、生体を典型例とする被検体に対して超音波を送信し、当該送信
した超音波に基づく被検体からの反射波を受信するデバイス（探触子）であり、その先端
に複数に配列された超音波振動子（超音波トランスデューサ）、整合層、バッキング材等
を有している。超音波振動子は、超音波送信ユニット２１からの駆動信号に基づきスキャ
ン領域内の所望の方向に超音波を送信し、当該被検体からの反射波を電気信号に変換する
。整合層は、当該超音波振動子に設けられ、超音波エネルギーを効率良く伝播させるため
の中間層である。バッキング材は、当該超音波振動子から後方への超音波の伝播を防止す
る。当該超音波プローブ１２から被検体に超音波が送信されると、当該送信超音波は、体
内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、エコー信号として超音波プロ
ーブ１２に受信される。このエコー信号の振幅は、反射することになった不連続面におけ
る音響インピーダンスの差に依存する。また、送信された超音波パルスが、移動している
血流で反射された場合のエコーは、ドプラ効果により移動体の超音波送受信方向の速度成
分に依存して、周波数偏移を受ける。
【００２１】
　本実施形態においては、超音波プローブ１２は、複数の超音波振動子が所定の方向に沿
って配列された一次元アレイプローブであるとする。しかしながら、当該例に拘泥されず
、超音波プローブ１２は、ボリュームデータを取得可能なものとして、二次元アレイプロ
ーブ（複数の超音波振動子が二次元マトリックス状に配列されたプローブ）、又はメカニ
カル４Ｄプローブ（超音波振動子列をその配列方向と直交する方向に機械的に煽りながら
超音波走査を実行可能なプローブ）であってもよい。
【００２２】
　なお、図２においては、撮影に用いられる超音波プローブ１２と装置本体１１との接続
関係のみを例示している。しかしながら、装置本体１１には、複数の超音波プローブを接
続することが可能である。接続された複数の超音波プローブのうちいずれを撮影に使用す
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るかは、切り替え操作によって任意に選択することができる。
【００２３】
　入力装置１３は、装置本体１１に接続され、オペレータからの各種指示、条件、関心領
域（ＲＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示等を装置本体１１に取り込むための回
路であり、各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等である。
【００２４】
　モニター１４は、表示処理ユニット３０からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学
的情報や、血流情報を画像として表示する。
【００２５】
　超音波送信ユニット２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路およびパルサ回路等
を有している。トリガ発生回路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒
）で、送信超音波を形成するためのトリガパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路
では、チャンネル毎に超音波をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅
延時間が、各トリガパルスに与えられる。パルサ回路は、このトリガパルスに基づくタイ
ミングで、プローブ１２に駆動パルスを印加する。
【００２６】
　超音波受信ユニット２２は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、遅延回路、加
算器等を有している。アンプ回路では、プローブ１２を介して取り込まれたエコー信号を
チャンネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたアナログのエコー信号をデジタ
ルエコー信号に変換する。遅延回路では、デジタル変換されたたエコー信号に対し受信指
向性を決定し、受信ダイナミックフォーカスを行うのに必要な遅延時間を与え、その後加
算器において加算処理を行う。この加算により、エコー信号の受信指向性に応じた方向か
らの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音波送受信の総合的なビー
ムとしての受信信号が形成される。
【００２７】
　Ｂモード処理ユニット２３は、受信ユニット２２から受信信号を受け取り、対数増幅、
包絡線検波処理などを施し、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータを生成する。
【００２８】
　血流検出ユニット２４は、受信ユニット２２から受け取った受信信号から血流信号を抽
出し、血流データを生成する。血流の抽出は、通常ＣＦＭ（Color Flow Mapping）で行わ
れる。この場合、血流信号を解析し、血流データとして平均速度、分散、パワー等の血流
情報を多点について求める。
【００２９】
　ＲＡＷデータメモリ２５は、Ｂモード処理ユニット２３から受け取った複数のＢモード
データを用いて、三次元的な超音波走査線上のＢモードデータであるＢモードＲＡＷデー
タを生成する。また、ＲＡＷデータメモリ２５は、血流検出ユニット２４から受け取った
複数の血流データを用いて、三次元的な超音波走査線上の血流データである血流ＲＡＷデ
ータを生成する。なお、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目的として、ＲＡＷ
データメモリ２５の後に三次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージングを行うよう
にしてもよい。なお、本実施形態では、Ｂモード処理ユニット２３、血流検出ユニット２
４、ＲＡＷデータメモリ２５をまとめて「信号処理系」と称する。
【００３０】
　ボリュームデータ生成ユニット２６は、空間的な位置情報を加味した補間処理を含むＲ
ＡＷ－ボクセル変換を実行することにより、Ｂモードボリュームデータ、血流ボリューム
データを生成する。
【００３１】
　画像処理ユニット２８は、ボリュームデータ生成ユニット２６から受け取るボリューム
データ、ボリュームレンダリング、多断面変換表示（ＭＰＲ：Multi Planar Reconstruct
ion）、最大値投影表示（ＭＩＰ：Maximum Intensity Projection）等の所定の画像処理
を行う。また、画像処理ユニット２８は、ノイズ低減や画像の繋がりを良くすることを目
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的として、画像処理ユニット２８の後に二次元的なフィルタを挿入し、空間的なスムージ
ングを行う。なお、画像処理ユニット２８は、ＧＰＵ等の専用プロセッサ、又は所定のプ
ログラムを制御プロセッサ３１が起動し展開することで実現される。
【００３２】
　表示処理ユニット３０は、画像処理ユニット２８において生成・処理された各種画像デ
ータに対し、ダイナミックレンジ、輝度（ブライトネス）、コントラスト、γカーブ補正
、ＲＧＢ変換等の各種を実行する。なお、表示処理ユニット３０は、ＧＰＵ等の専用プロ
セッサ、又は所定のプログラムを制御プロセッサ３１が起動し展開することで実現される
。なお、本実施形態においては、ボリュームデータ生成ユニット２６、画像処理ユニット
２８、表示処理ユニット３０をまとめて「画像生成系」と称する。
【００３３】
　制御プロセッサ（ＣＰＵ）３１は、情報処理回路（計算機）としての機能を持ち、各構
成要素の動作を制御する。例えば、制御プロセッサ３１は、設定された送信条件、受信条
件、画像生成条件、画像処理条件、表示条件に従って、超音波送信ユニット２１、超音波
受信ユニット２２、画像処理ユニット２８、表示処理ユニット３０等を制御する。また、
制御プロセッサ３１は、記憶ユニット３２に記憶された専用プログラムを起動させ展開す
ることで、後述するリモートメンテナンス機能に従う処理において、メンテナンス用画像
取得機能３１ａ、メンテナンス情報生成・転送機能３１ｂ、代表値計算・劣化等判定機能
３１ｃを実現する。
【００３４】
　記憶ユニット３２は、リモートメンテナンス機能を実現するためのプログラム（リモー
トメンテナンスプログラム）、リモートメンテナンス機能によって取得された超音波画像
、撮影シーケンスに従って取得された超音波画像（生体画像）、接続された超音波プロー
ブに関する情報（型番、ＩＤ等）、診断プロトコル、送信条件、受信条件、信号処理条件
、画像生成条件、画像処理条件、表示条件、その他のデータ群が保管されている。また、
記憶ユニット３２は、必要に応じて、図示しない画像メモリ中の画像の保管などにも使用
される。記憶ユニット３２に記憶されたデータは、通信インターフェース回路３３を経由
して外部周辺装置へ転送することも可能となっている。
【００３５】
　さらに、記憶ユニット３２は、後述するリモートメンテナンス機能に従う処理において
利用されるメンテナンス用画像取得条件設定テーブルを記憶する。
【００３６】
　図３は、記憶ユニット３２において記憶されるメンテナンス用画像取得条件設定テーブ
ルの一例を示した図である。同図に示す様に、当該条件設定テーブルは、診断対象、焦点
深度（送信遅延パタン、受信遅延パタン）、撮影モード、信号処理条件、画像生成条件等
を、プローブの種類毎に予め定義するものである。例えば、コンベックスプローブであれ
ば、診断対象が「abdomen（腹部）」、焦点深度が「５ｃｍ」、撮影モードが「Fundament
al（送信一回につき受信を一回行うもの）」、信号処理条件及び画像生成条件が「パタン
１（例えば、基本的なゲインコントロールやフィルタ処理を含む条件」として定義されて
いる。
【００３７】
　通信インターフェース回路３３は、ネットワークや接続される通信機器に関するインタ
ーフェースである。通信インターフェース回路３３を介して、他の装置を本超音波診断装
置１に接続することも可能である。また、当該装置によって得られた超音波画像等のデー
タ、解析結果、後述するリモートメンテナンス機能に従って取得されたメンテナンス情報
等は、通信インターフェース回路３３よって、ネットワークを介して他の装置やメンテナ
ンス業者用サーバ３に転送可能である。
【００３８】
　入力インターフェース回路３４は、入力装置１３、新たな外部記憶装置（図示せず）と
有線或いは無線によって接続され、接続された装置からの信号を制御プロセッサ３１に送
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り出す。
【００３９】
　（超音波診断装置用ファントム）
　次に、本超音波診断装置１のメンテナンスに用いられる超音波診断装置用ファントムに
ついて説明する。当該超音波診断装置用ファントムは、超音波プローブ１２の超音波送受
信面に取り付けられるキャップ型と、超音波プローブ１２を収容するホルダ内に設けられ
るホルダ型とがある。
【００４０】
　図４は、リニアアレイプローブに用いられるキャップ型超音波診断装置用ファントム５
０を例示した図である。同図に示す様に、キャップ型超音波診断装置用ファントム５０は
、人体皮膚や筋肉組織と同程度の音速によって超音波が伝播可能な材質（例えば、ゲル、
ウレタンゴム等）の中に、当該材質と音響インピーダンスが異なる複数のターゲット５１
を異なる深さに配置したものである。また、キャップ型超音波診断装置用ファントム５０
は、超音波プローブ１２のキャップとして機能するため、当該超音波プローブ１２の超音
波送受信面の形状に沿った送受信面接触部（図３の場合、超音波プローブ１２がリニアア
レイプローブであることから、超音波送受信面の面積に対応させた平面）５２、超音波プ
ローブ１２の筐体の側面と接触又は勘合することで当該キャップ型超音波診断装置用ファ
ントム５０を超音波プローブ１２に固定する側面接触部５３を具備している。超音波プロ
ーブ１２は、例えば診断が終了し当該超音波診断装置１の電源がＯＦＦされる場合には、
送受信面接触部５２が超音波送受信面に接触した状態でキャップ型超音波診断装置用ファ
ントム５０が装着され、所定のホルダに格納される。
【００４１】
　図５は、コンベックスアレイプローブに用いられるホルダ型超音波診断装置用ファント
ム５４を例示した図である。同図に示すキャップ型超音波診断装置用ファントム５４は、
超音波プローブ１２の超音波送受信面の形状に沿った送受信面接触部（図５の場合、超音
波プローブ１２がコンベックスアレイプローブであることから、超音波送受信面の面積及
び曲率に対応させた曲面）５５、超音波プローブ１２の筐体の側面と接触又は勘合するこ
とで当該キャップ型超音波診断装置用ファントム５４を超音波プローブ１２に固定する側
面接触部５６を具備している。
【００４２】
　図６は、コンベックスアレイプローブに用いられるホルダ型超音波診断装置用ファント
ム６０を例示した図である。図７は、図６におけるＡ－Ａ(A-Aを90度回したではないです
か？)断面図である。図６、図７に示す様に、ホルダ型超音波診断装置用ファントム６０
は、ホルダ５９内に収容されており、キャップ型超音波診断装置用ファントム５０、５４
と同じく人体皮膚や筋肉組織と同程度の音速によって超音波が伝播可能な材質（例えば、
ゲル、ウレタンゴム等）の中に、当該材質と音響インピーダンスが異なる複数のターゲッ
ト６１を異なる深さに配置したものである。また、ホルダ型超音波診断装置用ファントム
６０は、超音波プローブ１２の超音波送受信面の形状に沿った送受信面接触部（図６、図
７の場合、超音波プローブ１２がコンベックスアレイプローブであることから、超音波送
受信面の面積及び曲率に対応させた曲面）６３、超音波プローブ１２の筐体の側面と接触
又は勘合することで超音波プローブ１２を当該ホルダ型超音波診断装置用ファントム６０
に固定する側面接触部６４を具備している。超音波プローブ１２は、例えば診断が終了し
当該超音波診断装置１の電源がＯＦＦされる場合には、送受信面接触部６２が超音波送受
信面に接触した状態でホルダ型超音波診断装置用ファントム６０及びホルダ５９内に収容
される。
【００４３】
　（リモートメンテナンス機能）
　次に、超音波診断装置１が具備するリモートメンテナンス機能について説明する。この
機能は、電源ＯＮ操作をトリガとして、メンテナンス用画像の取得に用いる超音波プロー
ブを特定し、特定された超音波プローブ及び当該プローブの超音波送受信面に接触するよ
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うに配置されたファントム（すなわち、キャップ型或いはホルダ型の超音波診断装置用フ
ァントム）を用いて、メンテナンス用超音波画像を強制的に取得し、当該メンテナンス用
超音波画像を利用して、超音波プローブや超音波診断装置本体のメンテナンスに利用する
ための情報（メンテナンス情報）を生成するものである。生成されたメンテナンス情報は
、所定のタイミングでネットワークを介してメンテナンス業者用サーバに自動転送され、
或いは、自装置においてメンテナンスの要否判断や送受信パラメータ等の調整に利用され
る。
【００４４】
　図８は、本リモートメンテナンス機能に従う処理（リモートメンテナンス処理）の流れ
を示したフローチャートである。以下、各ステップにおける処理の内容について説明する
。なお、以下においては説明を具体的にするため、超音波診断装置１にはコンベックスア
レイプローブが一つ接続されており、キャップ型超音波診断装置用ファントムが装着され
た状態でホルダに格納されている場合を例とする。超音波診断装置１に複数の超音波プロ
ーブが接続された場合については、後で変形例として述べる。
【００４５】
　まず、操作者によって超音波診断装置１の電源がＯＮにされると、制御プロセッサ３１
は、当該電源ＯＮ操作に応答して、記憶ユニット３２に格納されているリモートメンテナ
ンスプログラムを起動し、自身のメモリ上に展開する（ステップＳ１）。
【００４６】
　次に、制御プロセッサ３１は、接続されている超音波プローブの中からいずれか一つの
プローブを、メンテナンス用画像の取得に用いる超音波プローブ（すなわち、メンテナン
スの対象となる超音波プローブ。以下、「対象プローブ」と呼ぶ。）として選択し、当該
対象プローブのＩＤ情報（プローブの種類、型番、ロット番号等）を取得する（ステップ
Ｓ２：メンテナンス用画像取得機能）。今の場合、超音波診断装置１に接続されている超
音波プローブ１２は一つのコンベックスアレイプローブのみであることから、制御プロセ
ッサ３１は、当該コンベックスアレイプローブを対象プローブとして選択し、そのＩＤ情
報を取得する。
【００４７】
　次に、制御プロセッサ３１は、取得した対象プローブのＩＤ情報とメンテナンス用画像
取得条件設定テーブルとを照合することにより、メンテナンス用画像取得のための条件を
設定する（ステップＳ３：メンテナンス用画像取得機能）。例えば、対象プローブがコン
ベックスアレイプローブである場合には、図３に示したメンテナンス用画像取得条件設定
テーブルの内容に従って、「診断対象：abdomen（腹部）」、「焦点深度：５ｃｍ」、「
撮影モード：Fundamental。「信号処理条件：パタン１」、「画像生成条件：パタン１」
として設定される。
【００４８】
　次に、制御プロセッサ３１は、対象プローブ及び設定されたメンテナンス用画像取得条
件を用いて少なくとも一フレーム分の超音波送受信が実行されるように、送信ユニット２
１及び受信ユニット２２を制御する（ステップＳ４：メンテナンス用画像取得機能）。ま
た、制御プロセッサ３１は、超音波送受信によって得られたエコー信号に所定の信号処理
を施し、これを用いて超音波画像を生成するように、信号処理系、画像生成系のそれぞれ
を制御する。結果として取得されたキャップ型超音波診断装置用ファントムに関する超音
波画像は、メンテナンス用画像として、対象プローブのＩＤ情報、当該超音波診断装置１
のＩＤ情報、設定されたメンテナンス用画像取得条件、時間情報（撮影日時等）と共に対
応付けて記憶ユニット３２に記憶される（ステップＳ５：メンテナンス用画像取得機能）
。
【００４９】
　次に、制御プロセッサ３１は、メンテナンス用画像、及びこれに対応付けられた対象プ
ローブのＩＤ情報、超音波診断装置１のＩＤ情報、設定されたメンテナンス用画像取得条
件、時間情報をメンテナンス情報として生成し、ネットワーク２を介してメンテナンス業



(11) JP 2017-143973 A 2017.8.24

10

20

30

40

50

者用サーバ３に当該メンテナンス情報を転送する（ステップＳ６：メンテナンス情報転送
機能）。また、制御プロセッサ３１は、当該転送と並行して、或いは転送終了後に、モニ
ター１４に患者情報登録画面を表示して、通常の超音波撮影に関する処理を開示する。
【００５０】
　上記図８に示したリモートメンテナンス処理に従って、メンテナンス用画像を含むメン
テナンス情報は、装置電源がＯＮされる度にメンテナンス業者用サーバ３に強制的且つ自
動的に転送される。メンテナンス業者は、メンテナンス業者用サーバ３に蓄積されたメン
テナンス用画像同士を時系列で比較したり、メンテナンス用画像と予め準備されたリファ
レンス画像とを比較等することで、超音波診断装置１が設置された医療施設に出向くこと
なく、画像全体の感度劣化、特定の超音波振動子（チャネル）の劣化や異常等、特定のフ
ィルタ処理や画像処理が機能していない可能性など（メンテナンスの要否）を判定するこ
とができる。
【００５１】
　以上、リモートメンテナンス処理の一例について説明したが、上記例に限定する趣旨で
はなく、本リモートメンテナンス処理は、種々変形可能である。以下、いくつかの変形例
について説明する。なお、当然ながら、以下に述べる各変形例は任意に組み合わせ可能で
ある。
【００５２】
　（変形例１）
　本変形例では、複数の超音波プローブが超音波診断装置１のプローブポートに接続され
ている場合について説明する。係る場合、接続されたそれぞれの超音波プローブについて
ステップＳ３～ステップＳ６までの処理を順番に実行し、接続された全ての超音波プロー
ブについてメンテナンス情報を強制的且つ自動的に取得するようにしてもよい。また、全
ての超音波プローブの中から所定の基準に従って対象プローブを選択し、当該選択された
対象プローブについてのみステップＳ３～ステップＳ６までの処理を実行し、メンテナン
ス情報を強制的且つ自動的に取得するようにしてもよい。後者の場合、対象プローブの選
択基準としては、例えば、過去にメンテナンス情報が転送されていない超音波プローブ、
過去に転送されたメンテナンス情報のうち最も古いものに対応する超音波プローブを優先
して対象プローブとする、等の基準が挙げられる。
【００５３】
　なお、メンテナンス情報が過去に一度も転送されていない、或いは一定期間異常転送さ
れている超音波プローブが存在する場合には、当該プローブを特定し、「リモートメンテ
ナンス機能により、メンテナンス情報を業者用サーバに転送してください。」等のメッセ
ージを表示し、操作者にメンテナンス情報の取得・転送を促すことが好ましい。
【００５４】
　また、本リモートメンテナンス機能は、キャップ型或いはホルダ型の超音波診断装置用
ファントムの撮影を前提している。従って、図８に示したリモートメンテナンス処理によ
って得られたメンテナンス用画像が、例えばキャップ型超音波診断装置用ファントムが装
着されていない状態（或いはホルダ型超音波診断装置用ファントムに収容されていない状
態）で撮影して得られたものでない場合には、当該メンテナンス用画像に起因するメンテ
ナンス情報を転送しないことが好ましい。なお、メンテナンス用画像が超音波診断装置用
ファントムを撮影して得られたものであるか否かの判定は、得られた画像と予め準備され
たリファレンス画像とのマッチング処理、周波数解析、或いはセンサを用いたキャップ型
或いはホルダ型の超音波診断装置用ファントムの検出等により、実現することができる。
【００５５】
　（変形例２）
　図８に示した例では、メンテナンス用画像を生成した直後に、当該メンテナンス用画像
を含むメンテナンス情報を、ネットワーク２を介してメンテナンス業者用サーバ３に転送
するものとした。しかしながら、メンテナンス情報を転送するタイミングは、これに拘泥
されず、設定により種々変形可能である。その他の例としては、撮影者が使用するプロー
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ブを切り替えたタイミング、装置電源のＯＦＦ操作をトリガとするタイミング、週一回や
月一回の予め決められた定期的なタイミング、任意に設定された不定期なタイミング等が
挙げられる。この様に転送タイミングを変更しても、メンテナンス用画像は電源ＯＮ操作
をトリガとして必ず蓄積されるため、本超音波診断装置１によれば、常に安定したメンテ
ナンスサービスを受けることができる。
【００５６】
　（変形例３）
　図８に示した例では、メンテナンス情報にメンテナンス用画像を含めてサーバ３に転送
する場合を説明した。係る場合において、メンテナンス情報に含めるメンテナンス用画像
は、完全な（Ｆｕｌｌの）データであることが好ましい。しかしながら、転送データ量を
少なくする観点から、完全なデータの代わりに、一定量のデータを間引き処理した転送用
データを生成し、これをメンテナンス情報としてサーバ３に転送するようにしてもよい。
さらに、メンテナンス用画像と同一条件で取得された過去の画像のうち最も良好な画像を
、劣化等を判定するために用いるリファレンス画像としてメンテナンス情報に含めサーバ
３に転送するようにしてもよい。
　（変形例４）
　図８に示した例では、メンテナンス用画像を画像再構成後の画像データとしてメンテナ
ンス情報に含めてサーバ３に転送する場合を説明した。しかしながら、当該例に拘泥され
ず、画像再構成後の画像データと併せて、或いは画像再構成後の画像データの代わりに、
メンテナンス用画像の生成に用いたＲａｗデータ、ＩＱデータ、ＲＦデータのうちの少な
くとも一つをメンテナンス情報に含めてサーバ３に転送するようにしてもよい。
【００５７】
　なお、Ｒａｗデータ、ＩＱデータ、ＲＦデータ、再構成後の画像データ（これらを「超
音波データ」と総称する）をそのままメンテナンス情報に含めようとすると、転送データ
量が膨大になる場合がある。従って、転送データ量を少なくする観点から、Ｒａｗデータ
等を用いて一フレーム毎の代表値（例えば、合計値、平均値、中央値、最大値、最小値等
）を計算し、これをＲａｗデータ等の代わりにメンテナンス情報に含めてサーバ３に転送
するようにしてもよい。すなわち、制御プロセッサ３１は、図８に示したステップＳ６の
処理の代わりに、図９に示す様に、Ｒａｗデータ、ＩＱデータ、ＲＦデータの少なくとも
いずれかを用いてメンテナンス用画像の代表値を少なくとも一つ計算し（ステップＳ６１
ａ：代表値計算・劣化等判定機能）、その結果を含むメンテナンス情報をサーバ３に転送
する（ステップＳ６２ａ：メンテナンス情報転送機能）。この様な構成によれば、データ
量の多いＲａｗデータ等の代わりに代表値をメンテナンス情報に含めることで、転送デー
タの総量を小さくすることができる。また、例えばＲａｗデータ、ＩＱデータ、ＲＦデー
タのそれぞれに対応する代表値をメンテナンス情報に含めることができる。これにより、
各データに対応する代表値を比較・検討することができ、信号処理系のどの段階に劣化、
異常、故障等が存在するのかの予測を支援することができる。
【００５８】
　（変形例５）
　図８に示した例では、メンテナンス用画像をメンテナンス情報に含めてサーバ３に転送
し、メンテナンス業者側において、メンテナンス用画像を用いて超音波プロ―ブ或いは超
音波診断装置の劣化等を判定するものとした。しかしながら、当該例に拘泥されず、超音
波診断装置１内においてメンテナンス用画像を用いて超音波プロ―ブ或いは超音波診断装
置の劣化等を判定し、その結果をメンテナンス情報に含めてサーバ３に転送するようにし
てもよい。すなわち、制御プロセッサ３１は、図８に示したステップＳ６の処理の代わり
に、図１０に示す様に、メンテナンス用画像と予め準備されたリファレンス画像とを比較
し、画像全体の感度劣化、特定の超音波振動子の劣化や異常等、特定のフィルタ処理や画
像処理が機能していない可能性などを判定し（劣化等判定機能：ステップＳ６１ｂ：代表
値計算・劣化等判定機能）。その判定結果を含むメンテナンス情報をサーバ３に転送する
（ステップＳ６２ｂ：メンテナンス情報転送機能）。この様な構成によれば、メンテナン
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ス用画像を用いて自装置で行った劣化等判定の結果を、再構成後の画像データ等の代わり
にメンテナンス情報に含めることができ、転送データの総量を小さくすることができる。
【００５９】
　なお、転送データ量について特に問題がない場合において、劣化等が存在すると判定さ
れた場合には、当該判定結果に加えてメンテナンス用画像の画像データ等もメンテナンス
情報に含めて転送することが好ましい。また、当該変形例５において、例えば自装置で画
質や感度が劣化していると判定した場合、制御プロセッサ３１は、送信条件、受信条件、
信号処理定条件等を制御して例えば送信音圧、ゲイン等を変更し、自動的に画質や感度を
改善するようにしてもよい。
【００６０】
　（変形例６）
　上述したリモートメンテナンス処理に従えば、装置電源がＯＮされる度に、メンテナン
ス情報が自装置及びメンテナンス業者用サーバ３に強制的且つ自動的に蓄積されることに
なる。この自動蓄積されたメンテナンス情報を用いて、超音波プローブや超音波診断装置
の劣化等の判定を支援するための情報を生成することも可能である。すなわち、制御プロ
セッサ３１は、自動蓄積されたメンテナンス情報に含まれる各メンテナンス用画像のＲＡ
Ｗデータ等を用いて、メンテナンス用画像毎の代表値し、その結果を時間軸に従ってプロ
ットすることで、代表値の経時的変化を示すグラフを作成する。作成されたグラフは、所
定のタイミング（例えば図８のステップＳ６の後等）において、モニター１４に表示され
る。操作者は、モニター１４に表示された代表値の経時的変化を示すグラフを観察するこ
とで、超音波プローブ或いは超音波診断装置の劣化の進行状況等を把握することができる
。
【００６１】
　（効果）
　以上述べた本実施形態に係る超音波診断装置では、電源ＯＮ操作をトリガとして、メン
テナンス用画像の取得に用いる超音波プローブを特定し、特定された超音波プローブ及び
当該プローブの超音波送受信面に接触するように配置されたファントムを用いて、メンテ
ナンス用超音波画像が強制的に取得される。取得されたメンテナンス用超音波画像は、ネ
ットワークを介してメンテナンス業者用サーバに、所定のタイミングで自動的に転送され
る。従って、本実施形態に係る超音波診断装置によれば、超音波診断装置が起動される度
（電源がＯＮされる度）に、メンテナンス用超音波画像が必ず取得されることになるため
、ユーザにとっては、メンテナンスのために特別な操作や処理をせずとも、メンテナンス
用超音波画像の取得機会が少なかったり、頻繁すぎるといった問題を解消することができ
る。その結果、ユーザは、メンテナンス業者より、安定したメンテナンスサービスを受け
ることができる。さらに、超音波診断装置及びメンテナンス業者用サーバに必要以上の負
担をかけることもない。
【００６２】
　また、本実施形態に係る超音波診断装置によれば、キャップ型或いはホルダ型の超音波
診断装置用ファントムが超音波プローブの送受信面に接触した状態で、メンテナンス用超
音波画像を取得するための超音波送受信が自動的に実行される。従って、ユーザのスキル
や撮影対象に影響されることなく、一定の品質を持ったメンテナンス用超音波画像を常に
提供することができ、安定したメンテナンスサービスを実現することができる。
【００６３】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【００６４】
　（１）例えば、本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークス
テーション等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっ
ても実現することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのでき
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）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して
頒布することも可能である。
【００６５】
　（２）上記実施形態において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、CPU（centr
al processing unit）、GPU (Graphics Processing Unit)、或いは、特定用途向け集積回
路（Application Specific Integrated Circuit：ＡＳＩＣ））、プログラマブル論理デ
バイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple Programmable Logic Device
：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex Programmable Logic Device
：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field Programmable Gate 
Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回路に保存されたプログラ
ムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、記憶回路にプログラムを保存する代
わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない。この
場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機能を実
現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロセッサごとに単一の回路として構成さ
れる場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わせて１つのプロセッサとして構成し、
その機能を実現するようにしてもよい。さらに、図２における複数の構成要素を１つのプ
ロセッサへ統合してその機能を実現するようにしてもよい。
【００６６】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
１…超音波診断装置、１１…装置本体、１２…超音波プローブ、１３…入力装置、１４…
モニター、２１…超音波送信ユニット、２２…超音波受信ユニット、２３…Ｂモード処理
ユニット、２４…血流検出ユニット、２５…ＲＡＷデータメモリ、２６…ボリュームデー
タ生成ユニット、２８…画像処理ユニット、３０…表示処理ユニット、３１…制御プロセ
ッサ（ＣＰＵ）、３２…記憶ユニット、３３…通信インターフェース回路、３４…入力イ
ンターフェース回路、５０…キャップ型超音波診断装置用ファントム、５１、６１…ター
ゲット、５２、５５、６３…送受信面接触部、５３、５６、６４…側面接触部、５４…キ
ャップ型超音波診断装置用ファントム、５９…ホルダ、６０…ホルダ型超音波診断装置用
ファントム
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